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医療費助成制度（福祉医療）ご存知ですか？
　福祉医療は、県内医療機関で受診される場合、健康保険証と一緒に医療費受給者証を提示すると、保険診
療の自己負担額が助成される制度です。
　この制度を受けるには、申請が必要ですので下表の受給資格に該当すると思われる方は、お早めに手続き
をしてください。
　＊中学生の通院医療費の自己負担額の3分の2を平成30年8月診療分から償還払いで助成しています。

福祉医療の対象者および助成内容

区　分
対　　　　　象

助成内容 申請手続きに
必要なもの 備考

受給資格 所得等制限

子ども医療

●�０歳～小学６年生（12歳到達後最
初の年度末まで）
●�中学１～３年生（15歳到達後最初
の年度末まで）
※�中学生の受給者証は交付しません
ので、償還払いの申請が必要です。

なし

●�０歳～小６と
中学生の入院
は医療保険の
自己負担額
●�中学生の通院
は医療保険の
自己負担額の
３分の２

●�印鑑
●�健康保険証
●�償還払いの手
続きは、領収
書、振込先口
座、印鑑、保
険証
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障害者医療

●�身体障害者手帳１～３級、４級の
腎臓機能障害または４～６級の進
行性筋萎縮症の方
●�療育手帳A・B判定の方
●�自閉症状群と診断された方
●�精神障害者保健福祉手帳1～3級の
方

なし 医療保険の
自己負担額

●�印鑑
●�健康保険証
●�障害者手帳
●�自閉症状群に
ついては医師
の診断書

母子・父子
家庭医療　

●�18歳以下の方を扶養している母子
家庭の母または父子家庭の父
●�母子家庭の母または父子家庭の父
に扶養されている18歳以下の方
●�父母のいない18歳以下の方
　�（18歳以下の方とは、18歳到達後
最初の年度末までの方）

あり
（児童扶養手当
法施行令による
所得制限基準額）

医療保険の
自己負担額

●�印鑑
●�健康保険証
●�戸籍謄本
●�平成30年1月
2日以降に他
市町村から転
入の方は、前
住所地で所得
課税証明書

後期高齢者
福祉医療　

75歳（一定の障害がある方は65歳）
以上の方は次のとおりです。
●�身体障害者手帳１～３級、４級の
腎臓機能障害または４～６級の進
行性筋萎縮症の方
●�療育手帳A・B判定の方
●�自閉症状群と診断された方
●�戦傷病者および母子・父子家庭の
父母で福祉医療の受給要件に該当
する方
●�精神障害者保健福祉手帳１～３級
の方
●�市民税非課税世帯に属するねたき
りまたは認知症の状態で要介護４
または５の認定を受けている方お
よびひとり暮らしの方
※�ひとり暮らしの方は、親族などか
ら経済的な援助を受けておらず、
税法上の扶養に入っていない方

一部あり
●�母子・父子家
庭の父母の方
は児童扶養手
当法施行令に
よる所得制限
基準額
●�ねたきり、認
知症の状態に
ある方および
ひとり暮らし
で市民税が非
課税世帯

医療保険の
自己負担額

●�印鑑
●�後期高齢者被
保険者証
●�障害者の方は
障害者医療と
同様
●�母子・父子家
庭の方は母子・
父子家庭医療
と同様
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